
Ⅵ 原発事故の影響 

 

１ 事故後の水道水中の放射性物質にかかる対応 

 

月 日 経  過  等 

３月 11 日 東京電力㈱福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所について、原

子力災害特別措置法第 15 条に基づき、内閣総理大臣による原子力緊急事

態宣言発令 

３月 19 日 厚生労働省公表「原子力災害現地対策本部から送付された水道中の放射性

物質に関する情報について」 

 ３月 17 日 川俣町の放射性ヨウ素 308 ベクレル／kg 

３月 19 日 厚生労働省通知「福島第一・第二原子力発電所の事故に伴う水道の対応に

ついて」 

 指標を超過し水道水の摂取制限が指示された場合は、当該水道水の飲用

を控えるよう広報することを依頼 

 《指標値》 ・放射性ヨウ素  300 ベクレル/kg 

        ・放射性セシウム 200 ベクレル/kg 

３月 21 日 厚生労働省発表「福島県(飯舘村)における水道水中の放射性物質の検出に

ついて」 

 ３月 20 日 飯舘村の放射性ヨウ素 965 ベクレル/kg 

 ３月 17 日から 19 日までのいわき市の結果を公表 

３月 21 日 厚生労働省通知「乳児による水道水の摂取に係る対応について」 

 水道水中の放射性ヨウ素が 100 ベクレル/kg を超える場合には、乳児用

調整粉乳を当該水道水で溶かして乳児に与える等、乳児による水道水の摂

取を控えるよう広報することを依頼 

３月 22 日 厚生労働省発表「福島県における水道水中の放射性物質の検出について」

 ３月 21 日 県内５市町村で放射性ヨウ素 100 ベクレル／kg 超 

３月 22 日 水道水中の放射性ヨウ素が 100 ベクレル/kg を超過した場合のいわき市の

対応について保健所と協議 

 超過した場合、早急な広報とペットボトル水の配布 

３月 23 日 厚生労働省通知「水道水中の放射性物質の検出に伴う水道利用者への広報

について」 

 ３月 21 日 いわき市 放射性ヨウ素 103 ベクレル/kg 

  

◇ 乳児に対するペットボトル水の配布 

   対象者  乳児 

(乳児用調整粉乳を摂取するおおむね１歳半くらいまで) 

    本数   １人あたり４リットル 

    配布人数 延 3,228 人 

   配布場所 市文化センター、各地区対策本部  

                        ～31 日終了 

３月 26 日 厚生労働省通知「放射性物質の拡散による降雨後の表流水取水の抑制・停

止等の対応について」 

○降雨後の取水量の抑制・停止や浄水場の覆蓋 

○粉末活性炭の利用 
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